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生
活
保
護
法
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
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第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
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り
指
定
し
た
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で
、
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法
第
五
十
五
条
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一
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規
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滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成28年８月24日 水曜日 第4190号1

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
み
き
の
が
は
ら

歯
科
医
院

十
和
田
市
東
一
番
町
一
〇
の
一

平
成
��

･

�･

�

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

櫻
井
第
一
薬
局

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
六
の
四

平
成
��･

�･

�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
	



�
�



�

�
	
�
�
�
�
�



( )

(

発
行
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森
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長
島
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一
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一
号

青

森

県
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印
刷
所
・
販
売
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二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
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印
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定
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小
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一
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ニ
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十
五
円
四
十
四
銭
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第
百
八
条
第
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項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
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び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
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同
法
第
百
五
条
の
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第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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第
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第
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の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
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設
業
者
の
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を
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の
で
、
同
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第
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に
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り
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備
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二
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年
月
日
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に
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建
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土
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工
事
業
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建
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工
事
業
及
び
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工
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業
に
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一
般
建
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業
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可

七

取
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し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事

由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
イ
ワ
ケ
ン
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

岩
�

千
歳

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
中
下
田
一
六
八
の
二

四

許
可
番
号
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森
県
知
事
許
可

(
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―
二
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第
五
〇
〇
三
〇
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
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こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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